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１ 都城広域定住自立圏構想の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取組の概要 

 定住自立圏構想は、一定の都市機能を持った中心市と、それと近接し経済や文化等で密

接なつながりを持つ関係市町村が、集約とネットワークの考え方に基づき、互いに連携協

力して、圏域全体の活性化を図る制度です。 

都城市は総務省が平成 20 年 7 月～平成 20 年 8 月に行った先行実施団体の募集に

応募して、平成 20 年 10 月に先行実施団体に選定されました。 

都城広域定住自立圏構想では、人口の流出を食い止め、安心して暮らせる圏域を形

成するため、三股町、曽於市、志布志市の２市１町と連携・協力して、緊急の対策が

必要となる「広域救急医療体制の整備・充実」を主要テーマに掲げ、関連して圏域の

医療ネットワーク化においても重要なインフラとなる「都城志布志道路の整備促進」

等について取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 定住自立圏の名称 

  都城広域定住自立圏 

２ 圏域を構成する市町（構成市町の名称） 

  宮 崎 県  都城市、三股町 

  鹿児島県  曽於市、志布志市 

３ 定住自立圏共生ビジョンの名称 

  都城広域定住自立圏共生ビジョン 

４ 定住自立圏共生ビジョンの計画期間 

  平成 22 年度～平成 26 年度（毎年度所要の変更を行う） 
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３ 都城広域定住自立圏の構成市町 

中心市名  人口（人）  面積 昼夜間人口比率  

都城市  約１７万人 約６５３Ｋ㎡ 107.6  
 

関係市町名  人口（人）  面積 
通勤通学割合 

d=c/(a-b) 

宮崎県北諸県郡三股町 約 ２万５千人 約１１０Ｋ㎡ 0.60 

鹿児島県曽於市 約 ４万１千人 約３９０Ｋ㎡ 0.24 

鹿児島県志布志市 約 ３万５千人 約２９０Ｋ㎡ 0.02 

 

４ これまでの取組と今後の取組について 

 平成 21 年 4月 22 日の「都城市定住自立圏中心市宣言」を皮切りに取組を始め、平成

21 年 10月 6日の協定締結により 3市 1町で定住自立圏を形成し、平成 22年 3月 3日に

事業の実施計画となる定住自立圏共生ビジョンを策定しました。そして、平成 22年 4月

から関連事業を実施しています。なお、定住自立圏共生ビジョンは、国の要綱で毎年度

所要の見直しを行うことが義務付けられています。今後は関連事業の実施しながら、定

住自立圏共生ビジョンの見直しを進めていきます。 

 

  取組の経過 

平成 20 年 10 月 先行実施団体に選定  

平成 21 年 4 月 22 日 「都城市定住自立圏中心市宣言」の公表 

平成 21 年 7 月 ３市１町及び関係機関の合意形成の場となる「都城広域定住自立

圏構想協議会」の設置（協定締結までに２回開催） 

平成 21 年 9 月 各市町の 9 月議会で定住自立圏形成協定締結に関する議案の議

決 

平成 21 年 10 月 6 日 「都城広域定住自立圏形成協定」 合同締結式 

※ 都城市役所で、都城市と三股町、都城市と曽於市、都城市と

志布志市の 3 つの協定を締結 

平成 21 年 10 月 圏域共生ビジョン懇談会の設置 

平成 22 年 3 月 3 日 「都城広域定住自立圏共生ビジョン」の策定・公表（策定まで

に協議会３回、共生ビジョン懇談会３回） 

平成 22 年 4 月～ 定住自立圏共生ビジョンに記載した事業の実施 
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５ 「定住自立圏の形成に関する協定」における取組の内容 

 

１ 生活機能の強化に係る政策分野 

  (1) 医療（広域救急医療体制の整備・充実） 

 ① 医療資源の高度化 

 救急医療拠点施設の強化充実、医療従事者の確保、医療の情報化推進により、

圏域における医療資源の高度化を図ります。 
 

     ② 医療連携の充実 

 救急医療拠点施設を始めとする医療機関や消防機関の連携体制を強化し、多様

化・高度化した救急医療ニーズに対応します。 
 

     ③ 災害時の対応 

      災害派遣チームの編成や感染症への対応など、地域災害医療センターの機能

を充実させるとともに、災害に備えた相互応援協定等について検討します。 
 
     ④ 圏域における搬送体制の構築 

      救急搬送体制を強化するとともに、消防相互の連携を強化し、広域的災害や

感染症等の発生に対応できる搬送体制を構築します。 
 
   (2) 産業振興 

 都城市の雇用創出ゾーン整備により、圏域の産業振興や雇用創出を図るととも

に、圏域の市町が連携して企業誘致活動等の取組を行います。 

 

２ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

   (1) 都城志布志道路の開通促進とネットワークの構築 

       シンポジウムの開催等により開通促進への圏域住民の機運を醸成するととも

に、地域高規格道路へのアクセス性を高める市（町）道等を整備します。 
 
   (2) 圏域内外の住民との交流と観光の推進 

      圏域共通の歴史や自然を生かした観光・交流、広域的なスポーツ観光等の推進

を図ります。 
 
   (3) 定住促進 

    雇用創出ゾーンの整備により誘導された定住ニーズに対応する居住エリアの

整備による圏域への定住化を促進します。 

   

３  圏域マネジメント能力の強化 

   (1) 圏域行政マネジメント能力の強化 

      行政内部の人材を育成し、圏域内で職員の人事交流を図ります。  
 
   (2) 圏域協働マネジメント能力の強化 

 圏域内のＮＰＯ等の地域活動団体の設立と運営を支援する体制を整備すると

ともに、地域活動団体の連携推進を図ります。 

 

   (3) 圏域民活マネジメント能力の強化 

 地域力向上の取組、地域力向上に取組んでいる個人や団体等の民間人材（地域

コーディネーター等）の育成と支援を図ります。 

（協定を締結し、周辺市町村と連携して取組むこ

とで、以前と比べてこの点でサービスが向上す

る、と議会や住民に説明をすることを想定して具

体的に記載してください。各圏域で主要施策と考

えている施策２～３個。 

・連携して、新しく○○を始めることにより、○

○の利便性が向上し、○○できるようになる。 

・従来、○○できなかったものが可能となり、○

○のサービスが受けられるようになる。 



 

4 

 

６ 圏域の人口推移と定住自立圏構想の取組について 

 3 市 1 町の人口推移をみると、三股町が増加している以外は、総じて人口減尐基調にあ

りますが、65 歳以上の高齢者は、3 市 1 町とも大幅に増加しており、高齢化が進行してい

ます。人口の流出を食い止めるとともに、現在の右肩上がりの成長を前提としたシス

テムを見直して、人口減尐・尐子高齢化の社会においても、安心して暮らせる地域を

形成するために定住自立圏構想を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 「生活機能の強化に係る政策分野（医療）」の課題と解決のための方向性 

 圏域では、人口全体は減尐しますが、75 歳以上の人口構成比が年々高くなるため、入

院患者数は都城北諸県医療圏では平成 42 年度まで増加し、曽於保健医療圏では、平成 17

年度から 27 年度にかけて増加しますが、その後は減尐すると推測されます。3 市 1 町の

取組の状況や医療機関へのアンケートの結果を踏まえ、医療分野に係る圏域の課題と解決

の方向性を次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域における課題 解決策の４つの方向性 

① 医師不足に伴う救急医療・ 
一般医療への影響 

② 救急医療施設・機能の偏在 

③ 災害医療体制の必要性 

④ 搬送体制の充実の必要性 

（ア） 医療資源の高度化 

１）救急医療拠点施設等の整備又は充実 

２）夜間救急診療体制等の充実 

３）圏域医療を担う医療従事者の確保 

４）圏域医療の情報化の推進 

（イ） 医療連携の充実 

（ウ） 災害時の対応 

（エ） 圏域における搬送体制の構築 

170955171812174054172593175728172655

245452405622941210111883217713

422874491046328474924886949060

347703596636694373163838738404

0

50000

100000

150000

200000

80 85 90 95 00 05

都城市 三股町 曽於市 志布志市

（人）

（年）

人口推移 

41960

3783932397

26720

22971
19398

507644263721
1954 2385 3034

13914
12863

11084
91327912

7028
1028293497924

673858205127

0

10000

20000

30000

40000

80 85 90 95 00 05

都城市 三股町 曽於市 志布志市

（人）

（年）

人口推移（65歳以上） 



 

5 

 

 
８ 「結びつきとネットワークの強化に係る政策分野（含む産業振興）」の課題

と解決の方向性 

 圏域を縦断する交通アクセスの整備が進んでおらず、幹線道路では交通混雑が深刻化す

るとともに、台風等の大雨による冠水で通行止めとなるなど災害に弱い一面を持ち、圏域

の発展や都市機能の共有を妨げる要因となっています。 3 市 1 町の取組の状況を踏まえ、

圏域の課題と解決の方向性を次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 「圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野」の課題と解決の方向性 

 3 市 1 町でそれぞれ、行政人材の育成やＮＰＯ等の地域活動団体に対する支援を行って

いますが、今後は市町の行政区域を越えた連携による相互補完と民間活力の活用を進める

こととし、圏域の課題と解決の方向性を次のとおり整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圏域における課題 

①少子・高齢化の進展と人口減少 

②生産年齢人口の減少による生産性の

低下 

③地域経済の停滞 

④生活ニーズに対するサービスの停滞

（特に交通） 

⑤人材のさらなる流出 

①雇用創出ゾーン整備と企業立地による産業振興 

②都城志布志道路の開通促進とネットワークの構築

による交通インフラの整備 

③圏域内外の住民との交流と観光の推進 

④雇用創出による定住促進 

解決策の４つの方向性 

圏域における課題 

①圏域行政マネジメント 

②圏域協働マネジメント 

③圏域民活マネジメント 

解決策の３つの方向性 

【目指す方向性】 

圏域における行政機能の相互補完による

事務事業等の効率化・多様化・高度化 

【目指す方向性】 

新たな公共分野で活動している NPO

や地域情報を発信し地域の拠点となっ

ている団体等の活性化 

【目指す方向性】 

民間活力を活用した地域の価値向上 

①行政人材の育成 

②地域活動人材の育成 

及び活動支援体制の整備 

③民間人材の育成 

及び推進体制の整備 
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10 都城広域定住自立圏の将来像 

 

－ 集約とネットワークで築く県境を越えた南九州の広域都市圏 － 

 

【将来像】 

歴史的・経済的に深いつながりを持つ都城広域定住自立圏は、互いの地域資源を活用し

た広域的かつ広範な連携により、高次の都市機能と環境や地域コミュニティが融合した、少

子高齢・人口減少社会に対応可能な『集約とネットワークで築く県境を越えた南九州の広域

都市圏』の実現を目指します。 

 

 

 

【将来像実現のための施策の実施】 

事業実施（実施すべき事業は、第 6 章に記載） 

 毎年度の事業の見直し 

 

 

 【事業実施により形成される圏域のイメージ】 

そこでは、広域かつ広範な地域資源の連携により、多様化・高度化する救急医療ニーズ

にも対応できる救急医療提供体制が構築されるとともに、圏域を縦に繋ぐ都城志布志道路

や圏域の海外戦略にも不可欠な志布志港の整備推進に伴う産業の振興など、高次の都市機

能が形成されている。また、豊かな自然や歴史にも育まれ、高齢者はもとより子育て世代

の若者まで安心して暮らしている。さらに、行政と NPO や民間活動団体、或いは団体相互

の交流・連携も定住自立圏構想の推進とともに深化し、新たな連携による施策も次々と展

開されていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 
 

【図表 将来像を実現するための施策の実施により形成される圏域イメージ】 
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都城IC

日豊本線

工業団地
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企業誘致・利用促進

定住ニーズ向け
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・新特産品の流通
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・都城IC付近の工業団地整備

・圏域統一プロモーション媒体の開発による企業
立地の推進 等

■都城志布志道路を活用した圏域産業振興■都城志布志道路を活用した圏域産業振興

・都城IC付近の工業団地整備

・圏域統一プロモーション媒体の開発による企業
立地の推進 等

■圏域全体の地域マネジメント力の向上

・政策立案能力向上研修

・圏域内の人事交流 等

■圏域全体の地域マネジメント力の向上■圏域全体の地域マネジメント力の向上

・政策立案能力向上研修

・圏域内の人事交流 等

地域力の向上地域力の向上

■住民自身による課題解決と地域の活性化

・地域活動団体連絡協議会の設置

・市民団体の中間支援体制の整備 等

■住民自身による課題解決と地域の活性化■住民自身による課題解決と地域の活性化

・地域活動団体連絡協議会の設置

・市民団体の中間支援体制の整備 等

■雇用創出と連動した居住エリア創出

・雇用促進事業

・地域振興住宅建設 等

■雇用創出と連動した居住エリア創出■雇用創出と連動した居住エリア創出

・雇用促進事業

・地域振興住宅建設 等

■圏域の新たな魅力創出と交流・観光人口の拡大

・広域的交流・観光サービス推進

・スポーツ合宿誘致

・アスリートタウン施設整備 等

■圏域の新たな魅力創出と交流・観光人口の拡大■圏域の新たな魅力創出と交流・観光人口の拡大

・広域的交流・観光サービス推進

・スポーツ合宿誘致

・アスリートタウン施設整備 等

定住ニーズ向け
居住エリア創出

スポーツ合宿

■圏域の魅力・地域価値の向上

・多様な民間主体の連携による観光推進 等

■圏域の魅力・地域価値の向上■圏域の魅力・地域価値の向上

・多様な民間主体の連携による観光推進 等

■医療の高度化・利便性の向上

・救急医療拠点施設の整備・更新

・休日・夜間における急患診療

・医療情報の電子化

・医療連携の推進 等

■医療の高度化・利便性の向上■医療の高度化・利便性の向上

・救急医療拠点施設の整備・更新

・休日・夜間における急患診療

・医療情報の電子化

・医療連携の推進 等

■道路交通網の充実による住民の利便性向上・
企業立地促進

・都城志布志道路開通促進

・アクセス道路整備 等

■道路交通網の充実による住民の利便性向上・■道路交通網の充実による住民の利便性向上・
企業立地促進企業立地促進

・都城志布志道路開通促進

・アクセス道路整備 等

■災害への対応能力の向上

・広域相互応援協定

・防災行政無線整備

・救急救命士育成 等

■災害への対応能力の向上■災害への対応能力の向上

・広域相互応援協定

・防災行政無線整備

・救急救命士育成 等

救急医療
拠点施設

定住ニーズ向け
居住エリア創出

小児科医等の
医師の充実

定住ニーズ向け
居住エリア創出

災害時の

相互応援協定

魅力・地域価値の向上魅力・地域価値の向上

圏域全体の視点での地域運営圏域全体の視点での地域運営

東九州自動車道

JR都城駅

■医療の高度化・利便性の向上 

 ・救急医療拠点施設の整備更新 

 ・休日・夜間における急患診療 

 ・医療従事者の確保 

 ・医療情報の電子化 

 ・医療連携の推進 等  

「宮崎自動車道」 
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11 政策分野別の事業計画 

 

11－１ 都城広域定住自立圏共生ビジョンの体系 

都城広域定住自立圏共生ビジョンでは、3 つの政策分野について以下のような体系の下で

推進する。 

 

１．生活機能の強化に係る政策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 医療連携の推進（機能別・重症度別） 

17 医療連携の推進（情報インフラの整備） 

18 地域災害医療センター機能充実事業 

（ＤＭＡＴ含む） 

19 防災行政無線整備 

20 救急救命士育成事業 

21 防災センター建設事業 

22 消防連携推進事業 

23 高規格救急車等更新事業 

24 救急搬送体制強化推進事業 

 

１ 企業立地のための圏域統一プロモーショ

ン媒体開発・工業見本市出展事業 

２ 企業誘致関連事業 

３ 都城インター工業団地整備事業 

４ 企業誘致対策事業 

５ 企業立地促進奨励対策事業 

６ 企業誘致促進事業 

７ 立地企業及び地場企業育成事業 

８ 前目工業地域雨水対策事業 

９ 志布志港ポートセールス推進事業 

10 志布志港国際航路利用促進事業 

11 さんふらわあ志布志航路利用促進事業 

12 志布志港港湾改修事業 

(ア) 医療資源の高度化 

(イ) 医療連携の充実 

(ウ) 災害時の対応 

(エ) 圏域における搬送

体制の構築 

１ 救急医療拠点施設の整備・更新 

２ 健康・医療ゾーン整備関連事業 

３ 救急医療拠点施設の整備・更新 

（補完施設） 

４ 救急医療拠点施設の整備・更新 

（周産期連携） 

５ 休日急患診療事業 

６ 休日歯科急患診療事業 

７ 休日及び夜間における一次急患診療事業 

８ 休日及び夜間における二次急患診療事業 

９ 小児科医師充実事業 

10 医師負担軽減（医療クラーク育成）事業 

11 長期的医療従事者の確保事業 

12 救急看護師等育成事業 

13 医療情報化推進事業 

14 医療情報電子化事業 

（フィルムレス＆電子カルテ） 

15 医療情報電子化事業（空床情報） 

ⅰ) 救急医療拠点施設

等の整備又は充実 

ⅱ) 夜間救急診療体制

等の充実 

ⅲ) 圏域医療を担う医

療従事者の確保 

ⅳ) 圏域医療の情報化

の推進 
ア 医療 

イ 産業振興 
(ア) 地域高規格道路「都城志布志道路」を

活用した産業振興 



 

9 

 

２．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ネットワーク化促進シンポジウム開催事業 

２ 都城志布志道路建設促進事業 

３ アクセス道路整備事業 

(ア) 都城志布志道路の開通促進と

ネットワークの構築 

ア 道路等の交通インフラ

の整備 

４ 広域的交流・観光サービス推進事業 

５ 都城市・三股町観光推進事業 

６ 早水公園体育文化センター整備事業 

７ 都城運動公園整備事業 

８ 関之尾緑の村施設改修事業 

９ アスリートタウン施設整備事業 

（弓道場） 

10 アスリートタウン施設整備事業 

（旭ヶ丘運動公園） 

(ア) 圏域内外の住民との交流と 

観光の推進 

イ 圏域内外の住民との交

流と観光の推進 

11 若者定住地分譲事業 

12 定住促進分譲地整備事業 

13 定住促進対策事業 

14 山村定住「みやざきの家」譲渡事業 

15 過疎地域定住促進奨励事業 

16 定住促進住宅取得補助事業 

17 地域振興住宅建設事業 

18 民間住宅誘導事業 

（大原地区道路整備事業） 

19 雇用促進事業 

20 地域雇用創造推進事業 

21 オンライン企業ガイド作成事業 

 
(ア) 雇用創出による定住促進 

 

ウ 定住促進 

１ 特定課題解決型研修 

２ 政策立案能力向上研修 

３ 特定分野先進事例研修 

４ 人材育成研修会 

５ 圏域内の人事交流 

(ア) 圏域行政マネジメント能力の

強化 
ア 行政人材の育成 

６ 地域活動団体ネットワーク事業 

７ 中間支援組織体制整備事業 

８ 市民公益活動及び協働理解のための職員研

修実施事業 

９ ＮＰＯ・ボランティア技術向上推進講座開

催事業 

10 まちづくり協議会設置推進事業 

11 市民公益活動推進事業 

12 がんばる地域づくり応援事業 

13「曽於元気だそお」ふるさと事業 

14 市民活動支援センター整備事業 

15 ふるさとづくり委員会事業 

16 共生・協働・自立推進事業 

(ア) 圏域協働マネジメント能力の

強化 

イ 地域活動人材の育成及

び活動支援体制の整備 

17 多様な民間主体の連携による観光推進事業 (ア) 圏域民活マネジメント能力の

強化 

ウ 民間人材の育成及び推

進体制の整備 
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11－２ 生活機能の強化に係る政策分野の事業計画 

 

ア 医療 

（ア）医療資源の高度化 （ⅰ救急医療拠点施設等の整備又は充実） 

○取組の内容 

圏域において必要な救急医療提供体制を確保するため、救急医療拠点施設等の整備又は充実を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

1 

救急医療拠点施設の整備･更新 

圏域の救急医療拠点施設である都城市郡医師会病院、

都城救急医療センター及び都城健康サービスセンター

について、圏域の救急医療の拠点としてふさわしい整

備を行う。 

都城市 

三股町 

都城市北諸県郡医師会 

2 健康・医療ゾーン整備関連事業 
健康・医療ゾーンの基本構想・基本計画の策定委託料

等 
都城市 

3 救急医療拠点施設の整備･更新

（補完施設） 

補完施設（曽於郡医師会立病院）の整備充実のために、

医療資源の情報化を進めるとともに、医療機器・施設

の整備を行う。 

曽於郡医師会 

4 救急医療拠点施設の整備･更新

（周産期連携） 

周産期医療の中核を担う病院として情報化の推進を図

るとともに、周産期医療の機能強化により、さらなる

医療レベルの向上を図る。 

国立病院機構都城病院 

事業効果 

 圏域の救急医療拠点施設（都城市郡医師会病院、都城救急医療センター及び都城健康サービスセンター）

の整備更新により、施設の高度化と高度医療機器の共同利用等の推進が図られ、圏域の医療水準が向上する

とともに、医師にとっても魅力ある施設となることで、医師確保がより円滑に行われる。 

 また、曽於郡医師会立病院や都城病院の整備により圏域の救急医療の拠点施設の一体的な高度化も図られ、

連携機能の強化も図られる。 

 

 

（ア）医療資源の高度化 （ⅱ夜間救急診療体制等の充実） 

○取組の内容 

夜間救急診療体制等を維持するとともにその充実を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

5 休日急患診療事業 
休日急患診療事業を都城市北諸県郡医師会に委託して

実施する。 
都城市 

6 休日歯科急患診療事業 
休日歯科急患診療事業を都城市北諸県郡歯科医師会に

委託して実施する。 
都城市 

7 休日及び夜間における一次急患

診療事業 

都城救急医療センターにおける休日及び夜間の一次急

患診療事業を都城市北諸県郡医師会に委託して実施す

る。 

都城市 

8 休日及び夜間における二次急患

診療事業 

休日及び夜間における二次急患診療事業を実施するた

め、都城市北諸県郡医師会に病院群輪番制補助金を交

付。 

都城市 

事業効果 

 複合的な救急診療事業により圏域における２４時間３６５日切れ目のない救急医療体制を維持すること

で、圏域の住民が安心して暮らしていくための医療サービスを提供することができる。 

事業 

ＮＯ 

事業 

ＮＯ 
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（ア）医療資源の高度化 （ⅲ圏域医療を担う医療従事者の確保） 

○取組の内容 

関係機関と連携して、圏域の救急医療提供体制に必要な医療従事者の確保を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

9 小児科医師充実事業 

圏域において不足する小児科部門を充実させ、より高

度の小児医療の提供ができる体制を、救急医療拠点施

設の整備に併せ整える。 

都城市北諸県郡医師会 

10 
医師負担軽減（医療クラーク育

成）事業 

都城市郡医師会病院に３名の医療クラークを育成する

ことにより、医師の負担を軽減する。 
都城市北諸県郡医師会 

11 長期的医療従事者の確保事業 

中高生等に対する職業（医師、看護師等）としての医

療を体験してもらい、その素晴らしさを伝え、長期的

な視点からの医療従事者の確保を図る。 

都城市北諸県郡医師会 

12 救急看護師等育成事業 

災害支援看護師を育成するため、都城・北諸地区の災

害看護推進委員会を中心とした災害時の適切な看護の

ための研修等を実施し、災害看護師教育備品等の整備

も併せて行う。2 年目以降はより広域的な研修活動に移

行する。 

都城市北諸県郡医師会 

事業効果 

 小児科医師の確保による小児医療の充実により、宮崎・鹿児島両県の医療計画の求める小児救急医療提供

体制が構築できる。また、医療クラークの導入による医師の負担の軽減で医師の定着を図り、災害支援看護

師の育成により圏域の救急医療のレベルアップを図ることで、圏域の医療機能確保に必要となる医療従事者

の確保が図られる。 

 

 

（ア）医療資源の高度化 （ⅳ圏域医療の情報化の推進） 

○取組の内容 

関係機関と連携して、圏域で必要となる医療機能の確保、医療連携の確立、圏域住民への医療サービス

の向上に資するために医療情報の電子化及びそれに対応した医療機器の整備又は高度化を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

13 医療情報化推進事業 
救急医療拠点施設における電子カルテ等の医療情報化

を効率的に推進するための検討を行う。 
都城市北諸県郡医師会 

14 
医療情報電子化事業（フィルムレ

ス＆電子カルテ） 

フィルムレス化による読影環境の高度化と電子カルテ

の導入による圏域病院やクリニックとの連携強化を図

る。 

都城市北諸県郡医師会 

15 医療情報電子化事業（空床情報） 
夜間における空床・医師の情報の共有化システムの構

築により、夜間救急時の受入体制の効率化を図る。 
都城市北諸県郡医師会 

事業効果 

 救急医療拠点施設の医療情報化推進により圏域における医療の高度化と効率化が図られるとともに、医療

ネットワークの構築が可能となる。また、夜間における空きベッドや医師等の情報を電子化することにより、

効率的な搬送と迅速な医療行為の実施が可能となり、救急搬送における救命率の向上が図られる。 

 

事業 

ＮＯ 

事業 

ＮＯ 
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（イ）医療連携の充実 

○取組の内容 

多様化・高度化する救急医療ニーズに対応するため、救急医療拠点施設を始めとする医療機関や関係機

関との連携体制を強化します。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

16 
医療連携の推進 

  （機能別・重症度別） 

都城市北諸県郡医師会及び国立病院機構都城病院を中

心として曽於郡医師会・歯科医師会・看護師会・薬剤

師会等を含んだ検討組織を立ち上げ、医療連携の推進

を図る。また、災害時における広域相互応援協定につ

いても検討を行う。 

都城市北諸県郡医師会 

17 
医療連携の推進 

  （情報インフラの整備） 

地域間の情報格差是正及び高度情報化に対応するた

め、市内全域に光ファイバー回線による情報通信基盤

の整備を行う。 

志布志市 

事業効果 

 圏域における医療ネットワークの構築に必要となる情報通信基盤の整備を行うとともに、関係機関による

医療連携の検討テーブルを設置することにより、幅広い医療連携が可能となり、多様化・高度化する広域の

救急医療ニーズに対応することができる。 

 

 

（ウ）災害時の対応 

○取組の内容 

関係機関と連携して、圏域内における災害や感染症等に対応する地域災害医療センター（以下「地域災

害医療センター」という。）の機能を確保しつつ、相互連携を構築します。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

18 
地域災害医療センター機能充実

事業（ＤＭＡＴ含む） 

ＤＭＡＴの再編や感染症も含めた対応など地域災害医

療センターにふさわしい機能の充実を図る。 
都城市北諸県郡医師会 

19 防災行政無線整備 
防災行政無線のデジタル化等により、情報伝達体制の

高度化を図り、災害時に対応できる体制を構築する。 

三股町 

曽於市 

志布志市 

20 救急救命士育成事業 
年次計画的に救急救命士を育成し、災害時・救急時に

対応できる高度な救命体制を構築する。 

都城市 

大隅曽於地区消防組合 

21 防災センター建設事業 
災害等対策の中核施設として消防署や自主防災組織の

訓練等の機能を持つ防災センターを建設する。 

曽於市 

志布志市 

事業効果 

 地域災害医療センターの機能充実により、災害時のより高度でスムーズな対応が可能になるとともに、年次

計画的な救急救命士の育成により高度な知識・技術にもとづいた救命措置による救命率の向上が期待できる。

また、防災行政無線整備と防災センター建設により、圏域の災害への対応能力の向上が図られる。 

 

 

 

事業 

ＮＯ 

事業 

ＮＯ 
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（エ）圏域における搬送体制の構築 

○取組の内容 

救急搬送体制を強化するとともに、圏域内における災害や感染症等の発生に対応できる搬送体制を構築

します。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

22 消防連携推進事業 

他の広域相互応援協定と連携を図りつつ、県境を越え

た搬送協力体制について検討し、相互の搬送に関する

応援協定を締結し、より広域の搬送体制を構築する。 

全市町 

大隅曽於地区消防組合 

23 高規格救急車等更新事業 
より高度な救急搬送機能に対応できるよう高規格救急

自動車等を計画的に更新する。 

都城市 

大隅曽於地区消防組合 

24 救急搬送体制強化推進事業 
患者等搬送事業による患者搬送の推進と適正な救急車

の利用についての啓発を行う。 
都城市 

事業効果 

 高規格救急車の整備に加え、消防連携の推進による県境を越えたより広域的な搬送体制の構築と患者等搬送

事業（民間救急タクシーの利用促進等）による緊急時の救急車確保で、圏域の救急搬送体制が効率化、高度

化されることにより、救命率の向上が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

ＮＯ 
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イ 産業振興 

（ア）地域高規格道路「都城志布志道路」を活用した産業振興 

○取組の内容 

都市資源と農村資源の融合及び産業の高度化による産業振興を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

1 

企業立地のための圏域統一プロ

モーション媒体開発・工業見本市

出展事業 

圏域全体の統一的なパンフレットやＤＶＤ等のプロモ

ーション媒体を開発するとともに、大都市圏での工業

見本市などへの出展等を行う。 

都城市 

2 企業誘致関連事業 

関西及び福岡方面等で企業家を招き、企業誘致セミナ

ーを行い、企業誘致に結びつけ、安定的な雇用機会の

拡大を図る。 

志布志市 

3 都城インター工業団地整備事業 

都城志布志道路と宮崎自動車道の結節地域に、バイオ

関連産業や電子・精密関連産業の集積を目指す雇用創

出ゾーンを整備する。 

都城市 

都城市土地開発公社 

4 企業誘致対策事業 

企業と迅速に立地交渉を進めるためのトップセールス

を行う。また、既に立地した大型コールセンターに対

しては、オペレーター養成を支援する。 

都城市 

5 企業立地促進奨励対策事業 
企業立地を推進し、圏域の産業振興を図るために、税

制上の優遇や助成等を実施する。 
全市町 

6 企業誘致促進事業 

企業誘致アドバイザー、県企業誘致コーディネーター

及び宮崎県企業立地推進局からの情報入手を積極的に

行い、企業誘致を促進する。 

都城市 

7 立地企業及び地場企業育成事業 

立地企業及び地場企業を対象に、志布志港活用の推進

及び地域産業の振興をテーマとしたセミナーを開催す

る。 
都城市 

8 前目工業地域雨水対策事業 
都城志布志道路を活かした前目地区工業地域内の企業

立地を図るための雨水対策事業を行う。 
三股町 

9 
志布志港ポートセールス推進事

業 

「志布志港ポートセミナー」の開催や荷主・船会社訪

問活動等の実施による、志布志港の航路及び貨物の維

持・拡充を図る「志布志港ポートセールス推進協議会」

及び「志布志港湾振興協議会」の負担金。 

志布志市 

10 志布志港国際航路利用促進事業 

「蘇州號」モニターツアー、食品輸出コンテナ助成金

の交付や荷主等訪問活動により、航路の維持発展を図

る「志布志港国際航路利用促進協議会」の負担金。 

志布志市 

11 
さんふらわあ志布志航路利用促

進事業 

各種利用促進助成金の交付、船舶給水料助成等により、

「さんふらわあ」の利用促進を図る「さんふらわあ志

布志航路利用促進協議会」への補助金及び「鹿児島県

志布志・大阪航路利用促進協議会」の負担金。 

志布志市 

12 志布志港港湾改修事業 

志布志港の施設整備を行い、利便性を向上し、志布志

港の利用促進を図るための港湾施設の整備改修に係る

負担金。 

志布志市 

事業効果 

 圏域が連携してプロモーション活動を行うことにより、より魅力的な地域としてのＰＲが可能となり、圏域

内への企業立地の促進が図られるとともに、志布志港の活用により、海外を視野に入れたよりグローバルな

取組も可能となる。 

 また、都城 IC 付近の雇用創出ゾーン整備、志布志港のポートセールスや施設整備等により、企業誘致及び

志布志港の活用推進とそれに伴う雇用創出、物流の活性化による産業振興が図られる。 

事業 

ＮＯ 
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11－３ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野の事業計画 

 

ア 道路等の交通インフラの整備 

（ア）都城志布志道路の開通促進とネットワークの構築 

○取組の内容 

圏域の救急医療提供体制及び圏域の活性化に必要不可欠である都城志布志道路の早期完成に向けた施策

を実施します。 

雇用創出及び定住促進等のために都城志布志道路を有効活用できるよう、アクセス性の向上を図ります。 

 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

1 
ネットワーク化促進シンポジウ

ム開催事業 

都城志布志道路の建設促進大会を圏域住民も対象とし

たシンポジウム形式で開催する。 
都城市 

2 都城志布志道路建設促進事業 
都城志布志道路の建設促進の機運醸成を図るため看板

設置や懸垂幕の掲示を行う。 
都城市 

3 アクセス道路整備事業 
都城志布志道路の有効活用を図るために、アクセス性

向上に資する市(町)道を整備する。 
全市町 

事業効果 

 圏域を縦断する大動脈となる都城志布志道路の整備により、物流交通の効率化、企業立地の促進、救急医

療拠点施設への搬送時間短縮、中心市の都市機能活用、地域間交流の活性化、「３０分通勤エリア」の形成に

よる定住の促進等が図られる。その必要性を啓発するためのシンポジウムの開催等により圏域住民の早期完

成に向けた機運が醸成されることで早期完成に向けた活動が促進されるとともに、アクセス道路の整備によ

りその有効活用と道路網のネットワーク化が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

ＮＯ 
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イ 圏域内外の住民との交流と観光の推進 

（ア）圏域内外の住民との交流と観光の推進 

○取組の内容 

観光・交流資源をネットワーク化し、都城志布志道路を活用した圏域内での観光客の受入れ体制を整備

することで、その魅力度を高め、圏域内外の住民との交流及び観光の推進を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

4 
広域的交流・観光サービス推進事

業 

志布志港も含めた圏域の資源を活用した観光のネット

ワーク化、スポーツ観光や体験型観光の促進、受入れ

態勢の整備を行う。また、共通パンフレット等を作成

し、プロモーション活動を実施する。 

都城市 

5 都城市・三股町観光推進事業 

都城市及び三股町の歴史や文化、豊かな自然等の地域

資源を活用して、通過型観光から滞在型観光への転換

を図るための観光商品等を開発する。 

都城市 

三股町 

6 
早水公園体育文化センター整備

事業 

圏域の拠点的屋内体育施設である早水公園体育文化セ

ンターの耐震補強工事を行い、利用者の安全性向上と

スポーツ観光における利用促進を図る。 

都城市 

7 都城運動公園整備事業 

圏域で唯一の公認陸上競技場である都城運動公園の陸

上競技場を、第 4 種陸上競技場としての公認継続に必

要な整備を行うことにより、各種大会等の安定的な開

催が可能となり、利用促進を図ることが出来る。 

都城市 

8 関之尾緑の村施設改修事業 

圏域の観光拠点であり、「霧島ジオパーク構想」におい

ても貴重な地質遺産とされている「関之尾の滝と甌穴

群」を有する関之尾緑の村の施設整備を行う。 

都城市 

9 
アスリートタウン施設整備事業

(弓道場) 

弓道競技者の交流と競技力の向上を図るとともに、大

会等を誘致するため弓道場を整備する。 
三股町 

10 
アスリートタウン施設整備事業

（旭ヶ丘運動公園） 

圏域内外の陸上競技者等の参加によるジョギング大会

やその他屋外イベント等の開催、スポーツ選手のキャ

ンプや合宿の誘致のために、旭ヶ丘運動公園内の陸上

競技場を整備するとともに、野球場の内・外野フェン

スを衝撃吸収フェンスに改良する。 

三股町 

事業効果 

 圏域の観光資源のネットワーク化を図ることで、より魅力的な観光メニューの開発やプロモーション活動が

可能となり、観光需要の掘り起こしによる観光客の増加や圏域内外の住民との交流促進を図ることができる。

また、固有の地域資源を活用した体験型観光やスポーツ観光等を推進することにより、多様な観光ニーズへ

の対応も可能となることで、圏域の振興が図られる。 

 

 

 

 

事業 

ＮＯ 
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ウ 定住促進 

（ア）雇用創出による定住促進 

○取組の内容 

都城志布志道路を活用した産業の振興による定住ニーズに対応する居住エリアの創出を図ります。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

11 若者定住地分譲事業 

山村地域における若年層の域外流出を抑制し、Ｕター

ン者等の定住ニーズに対応するため、３地区１５区画

の宅地を分譲する。 

都城市 

12 定住促進分譲地整備事業 
若年層の流出の抑制、雇用創出による定住ニーズに対

応するための宅地分譲。 
曽於市 

13 定住促進対策事業 
若年層の流出の抑制、雇用創出による定住ニーズに対

応するための宅地分譲。 
志布志市 

14 
山村定住「みやざきの家」譲渡事

業 

山村地域における定住を促進し、もって国土の保全と

地域の活性化に資するために建設し、住民に賃貸する

山村定住「みやざきの家」に一定期間居住し、定住の

意思がある住民にこれを譲渡する。 

都城市 

15 過疎地域定住促進奨励事業 
町内の人口減尐地区を対象に、転入転居、住宅取得に

対して奨励金を支給し，定住を図る。 
三股町 

16 定住促進住宅取得補助事業 
曽於市への転入者の住宅取得に対して助成金を支給す

る。 
曽於市 

17 地域振興住宅建設事業 

地域の要望等を踏まえて、新規転入者、若者世帯が居

住できるよう、新たな宅地、賃貸住宅を提供し地域の

活性化を推進する。 

曽於市 

18 
民間住宅誘導事業（大原地区道路

整備事業） 

雇用創出による定住ニーズに対応する生活環境を高め

るための道路整備を実施する。 
三股町 

19 雇用促進事業 

雇用の促進のため、関係機関との連携を図りつつ、人

材を求める圏域内企業と求職者、新規学卒者を支援す

るため、就職説明会を開催する。 

都城市 

20 地域雇用創造推進事業 

都城市・三股町における雇用機会の創出を図る「地域

雇用創造推進事業」として、①雇用拡大メニュー、②

人材育成メニュー、③就職促進メニューを実施する。 

都城市 

21 オンライン企業ガイド作成事業 

雇用促進のための情報源となるインターネットでの

「オンライン企業ガイド」の整備を行う。また、求職

者と求人企業とが直接やりとりできる「就職マッチン

グシステム」の活用推進を図る。 

都城市 

事業効果 

 雇用創出により圏域内への定住促進が図られるとともに、きめ細かい定住事業の実施により、雇用創出や都

城志布志道路の開通による「３０分通勤エリア」の形成等で生じる新たな定住ニーズへの対応も可能となり、

圏域への人の流れが創出される。 

 

事業 

ＮＯ 
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11－４ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

 

ア 行政人材の育成 

（ア）圏域行政マネジメント能力の強化 

○取組の内容 

圏域における行政機能の相互補完による事務事業等の効率化・多様化・高度化を目指し、職員の育成を

行うとともに、人事交流の実施について検討します。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

1 特定課題解決型研修 
圏域全体に共通する行政課題を掘り起こし、グループ

ワーク等を通じて解決策を見いだす。 
都城市 

2 政策立案能力向上研修 

圏域の住民が安心して暮らせるような政策を立案する

能力を養うとともに、圏域を牽引する人材の育成研修

を行う。 

都城市 

3 特定分野先進事例研修 

各種政策の先進事例を調査・研究するとともに、最新

情報の収集に努め、圏域にとって有益な事業導入につ

いて検討・提唱する。 

都城市 

4 人材育成研修会 
講師を招聘して地域づくりの先進的事例やノウハウを

学び、圏域の人材育成、資質の向上を図る。 
都城市 

5 圏域内の人事交流 
圏域における行政機能の相互補完及び人材育成を目的

として人事交流を行う。 
全市町 

事業効果 

 構成市町における横断的な職員研修や人事交流を実施することで、圏域市町の連携が強化される。また、研

修を活用した圏域共通の行政課題の解決等を通じて、圏域全体に視点を置いた住民の役に立つ人材、めまぐ

るしく変化する時代に対応できる人材の育成を図ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

ＮＯ 
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２．地域活動人材の育成及び活動支援体制の整備 

 

イ 地域活動人材の育成及び活動支援体制の整備 

（ア）圏域協働マネジメント能力の強化 

○取組の内容 

圏域内における地域の課題を解決するために新たな公共分野で活動している特定非営利活動法人及び地

域情報を発信し地域活動の中心となっている団体等の活性化のため、活動人材の育成、活動支援体制及び

行政との連携支援体制等の整備を行います。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

6 地域活動団体ネットワーク事業 

圏域の市民等で構成する「地域活動団体連絡会議」を

設置し、中間支援組織の役割、機能、体制に関する協

議のほか、圏域内での地域活動団体のネットワーク構

築を図る。 

都城市 

7 中間支援組織体制整備事業 
ＮＰＯの様々な問題、ＮＰＯ法人の設立等の専門知識

を持つ人材を育成し、相談体制の充実を図る。 
都城市 

8 
市民公益活動及び協働理解のた

めの職員研修実施事業 

行政職員が市民やＮＰＯとの「協働」についての知識、

理解を深める研修を継続して行い、行政側の人材育成

に努める。 

都城市 

9 
NPO・ボランティア技術向上推

進講座開催事業 

ＮＰＯ法人やその他の市民団体向けの講座を実施し、

より活動が円滑になるよう支援する。 
都城市 

10 まちづくり協議会設置推進事業 
地域力向上と住民自治の強化を図るために、中学校区

を単位としてまちづくり協議会を設置する。 
都城市 

11 市民公益活動推進事業 

市民の公益活動を活性化し、市民公益活動団体を育成

することにより協働のまちづくりを推進する。 

公募した事業案を審査し、３ヵ年を上限に事業支援 

都城市 

12 がんばる地域づくり応援事業 

各種団体自らが活動する中で、地域との繋がりを強め

ようと活動している、または活動を始めようとしてい

る団体へ、地域づくりのきっかけづくりとして助成を

行う。 

三股町 

13 「曽於元気だそお」ふるさと事業 

明るく住みよい活気に満ちた地域づくりを推進するた

めに、地域活性化に関する事業を実施する公民館に助

成を行う。 

曽於市 

14 市民活動支援センター整備事業 

共生・協働・自立のまちづくりを推進するために、地

域づくり団体やＮＰＯなどの市民団体へ活動拠点の提

供を行う。 

志布志市 

15 ふるさとづくり委員会事業 
住民自らが地域の課題や特性を話し合い提案した住み

良い地域づくりに向けた活動への助成事業。 
志布志市 

16 共生・協働・自立推進事業 
地域づくり団体やＮＰＯが実施する地域活性化のため

の事業に対する補助を行う。 
志布志市 

事業効果 

 中間支援体制の構築により、地域活動団体の組織体制確立、活動領域の拡大、住民自身による地域の課題

解決を促進し、地域活動団体のネットワーク化や住民が自ら実施する事業への助成等によるさらなる協働の

推進により、地域の活性化、魅力向上が図られる。 

 

 

事業 

ＮＯ 
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３．民間人材の育成及び推進体制の整備 

 

ウ 民間人材の育成及び推進体制の整備 

（ア）圏域民活マネジメント能力の強化 

○取組の内容 

民間を活用した地域力の向上を目指すため、圏域における民間人材の育成や高度な技術などの民間資源

を活用した取組を推進します。 

 
 

事業名 事業概要 実施主体 

17 
多様な民間主体の連携による観

光推進事業 

企業や地域活動団体等が実施する新しい観光メニュー

の開発、地元住民による観光ボランティアガイドの育

成等の活動への助成。 

都城市 

事業効果 

 観光ボランティア等の人材育成や新たな地域資源の活用等を行うことにより、民間分野における地域活動

団体や企業等の多様な事業主体間の連携推進、地域活動の活性化を促進することで、圏域の魅力と地域価値

の向上が図られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 

ＮＯ 



 

 

 

 


